
対象年齢は令和９年 3 月 3１日時点の満年齢としています。 令和８年度 胎内市 各種健(検)診のご案内 

 

40～74 歳の 
胎内市国民健康保険 
加入者 

□特定健康診査 

受診券※ 

□健診料金 

□マイナ保険証 

または資格確認書  

□受診票兼質問票 

30 歳代の方 

□健診料金       □受診票兼質問票 
後期高齢者医療制度 
加入者 

 

医療保険者から発行される受診券とマイナ

保険証または資格確認書があれば、市の集団健

診会場で受診できる場合もあります。詳しくは

医療保険者に問合せください。 

40～74歳の 

胎内市国民健康保険加入者以外の方 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

【対 象】 20,25,30,35,40,45,50,55,60, 
65,70,76,80 歳になる市民 

【自己負担 額】 無料 

【内 容】 問診、歯科健診、歯科保健指導 

【期 間】 令和８年 7 月～令和９年 3 月 

【実 施 機 関】 市内の委託歯科医院 

※対象者には案内を個人通知します。 

成人歯科健診 
対象年齢の方は無料で歯科健診が受けられるチャンス！ 
この機会に歯科健診を受け、ご自身のお口の健康維持や
改善にお役立てください。 

問合せは 
市民生活課 

ほけん年金係へ 

集団健診受診時に必要なもの 

2 3 

※同じ年度内(４月～翌年３月)

に人間ドックと特定健康診査

(集団健診および施設健診)・

肺がん検診・胃がん検診・大腸

がん検診を重複して受けるこ

とはできません。 

～喀痰細胞診検査について～ 
 

喀痰細胞診検査は、国の推奨す

る肺がん検診の項目から削除さ

れたため、令和８年度以降、市の

検診では喀痰細胞診検査を実施

しません。 

 痰が続く場合は、早めに医療 

機関を受診しましょう。 ※４月１日現在胎内市国民健康保険に加入されている方には５月上旬まで 
に発送予定です。 


